
湖
十
系
点
印
付
嘱
の
諸
問
題

―
―
〈
其
角
正
統
〉
と
い
う
演
出
―
―

稲

葉

有

祐

は
じ
め
に

其
角
は
元
禄
三
年
頃
か
ら
「
定
推
敲
」・「
掉
舌
」
の
点
印
（
批
点
の
際
の

印
章
）
を
使
用
し
は
じ
め
、以
後
、同
十
年
に
「
花
影
上
欄
干
」・「
新
月
色
」・

「
廻
雪
」
に
改
刻
、
翌
十
一
年
に
は
「
一
日
長
安
花
」・「
洞
庭
月
」・「
越
雪
」

を
新
刻
す
る
。
さ
ら
に
、
同
十
五
年
に
は
隠
し
点
「
半
面
美
人
」
を
披
露
し

て
愛
好
者
の
作
句
意
欲
を
大
い
に
刺
激
、そ
の
爆
発
的
な
人
気
が
点
印
作
成
・

使
用
の
大
流
行
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
し
て
其
角
没
後
、「
花
影
上
欄
干
」

以
下
三
印
は
貞
佐
へ
、「
一
日
長
安
花
」
以
下
三
印
は
秋
色
、
次
い
で
湖
十

へ
と
二
系
統
（
便
宜
上
、
前
者
を
Ⅰ
類
印
、
後
者
を
Ⅱ
類
印
と
す
る
）
に
分

か
れ
て
付（
１
）嘱さ
れ
、
点
印
は
批
点
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
其
角
直
系
の
正
統

性
・
権
威
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
る
。

Ⅰ
類
印
の
付
嘱
に
つ
い
て
、
筆
者
は
旧（
２
）稿で
整
理
し
て
い
る
。
即
ち
、
貞

佐
門
流
の
有
佐
・
二
世
平
砂
に
付
嘱
さ
れ
た
Ⅰ
類
印
は
、
後
継
者
貞
喬
の
夭

折
等
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、
東
宇
こ
と
三
世
平
砂
（
万
葉
庵
）
門
の
大
名
俳

人
、
月
村
（
大
和
郡
山
藩
柳
沢
家
第
三
代
当
主
、
保
光
）
の
手
に
渡
る
。
こ

の
付
嘱
は
月
村
の
懇
望
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、其
角
点
印
の
ス
テ
イ
タ
ス
は
、

江
戸
座
を
後
見
す
る
大
名
達
の
文
化
圏
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。一

方
、
Ⅱ
類
印
、「
半
面
美
人
」
印
を
手
中
に
収
め
た
初
世
湖
十
（
老
鼠

肝
）
は
江
戸
座
の
一
大
勢
力
た
る
其
角
座
を
主
宰
、
以
下
、
歴
世
の
湖
十
も

点
印
付
嘱
に
よ
っ
て
〈
其
角
正
統
〉
を
継
承
し
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
湖
十
系
の
点
印
付
嘱
に
は
不
明
な
点
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、「
半

面
美
人
」
印
に
つ
い
て
、
勝
峰
晋（
３
）風は
次
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
す
る
。

半
面
美
人
の
点
印
は
琴
の
略
形
に
四
文
字
を
彫
入
れ
た
ゞ
け
の
も
の

で
、
故
人
永
機
か
ら
伝
来
し
た
も
の
は
現
に
向
島
の
其
角
堂
に
あ
り
、

仄
聞
す
る
に
岡
野
知
十
氏
も
同
一
の
も
の
を
獲
ら
れ
た
さ
う
で
あ
る

が
、『
一
葉
集
』
の
編
者
幻
窓
湖
中
の
孫
で
あ
る
常
陸
水
戸
在
の
本
郷

捨
吉
氏
の
許
で
、
湖
中
所
持
の
遺
品
に
此
の
半
面
美
人
の
点
印
が
あ
る

の
を
手
に
取
つ
て
見
、
同
一
の
点
印
が
三
個
ま
で
現
存
す
る
の
を
甚
だ

ふ
し
ぎ
に
思
つ
た
事
で
あ
つ
た
。

其
角
座
の
系
譜
に
連
な
る
明
治
期
の
旧
派
俳
人
、
其
角
堂
永
機
が
「
半
面
美

人
」
印
を
継
承
し
た
こ
と
は
あ
る
程
度
想
定
で
き
る
に
し
て
も
、
な
ぜ
、
同
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一
の
点
印
が
複
数
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
歴
世
湖
十
の
活
動

を
追
い
つ
つ
、
そ
の
点
印
付
嘱
の
特
質
、
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一
、
其
角
か
ら
秋
色
へ
の
付
嘱

ま
ず
、
Ⅱ
類
印
と
秋
色
の
付
嘱
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
Ⅱ
類
印
に
関

し
て
、
元
禄
十
一
年
の
其
角
歳
旦
帖
『
宝
晋
斎
引
付
』
紫
之
序
文
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。

ノ

ベ
テ

ヲ

ズ

ヲ

カ
シ

ヲ

ニ

ス

ヲ

新
梅
舒
レ

暦
点
二

五
字
之
印
一

。（
中
略
）
耀
二

眼
於
千
里
之
長
安
一

馳
二

思

ノ

ニ

シ
テ

ニ
ス

ノ

ヲ

テ

ニ
ス

於
一
日
之
花
洛
一

。
相
江
波
暖
三
二

於
洞
庭
朧
月
一

。
士
峰
寒
残
二
二

於

ノ

ヲ

越
路
宿
雪
一

。

改
年
に
あ
た
り
、
新
た
に
刻
さ
れ
た
五
字
、
三
字
、
二
字
の
点
印
は
そ
れ
ぞ

れ
「
一
日
長
安
花
」、「
洞
庭
月
」、「
越
雪
」
で
あ
る
（
其
角
の
点
印
使
用
例

は
【
図
１
】
参
照
）。『
宝
晋
斎
引
付
』
は
こ
れ
ら
風
雅
な
点
印
の
披
露
も
兼

ね
て
い
た
と
見
え
、
Ⅱ
類
印
の
文
言
を
前
書
と
し
た
「
一
日
長
安
花
／
鐘
一

ツ
う
れ
ぬ
日
は
な
し
江
戸
の
春

渉
川
（
筆
者
注
、
其
角
）」、「
洞
庭
月
／

松
風
に
鶴
を
よ
ぶ
也
屠
蘇
機
嫌

心
水
」、「
越
雪
／
万
歳
や
山
姥
つ
れ
て
山

廻
り

枳
風
」
の
三
物
発
句
も
掲
載
す
る
。

点
印
半
面
美
人
の
字
を
彫
て
琴
形
の
中
に
備
へ
た
る
を
、
は
じ
め
て

冠
里
公
の
万
句
の
御
巻
に
押
弘
め
侍
る
と
て
、

春
の
月
琴
に
物
書
は
じ
め
哉

（『
五
元
集
』
延
享
四
年
刊
）

点
印
流
行
の
火
付
け
役
と
な
っ
た
「
半
面
美
人
」（

４
）印が
披
露
さ
れ
た
の
は
、

其
角
門
の
冠
里
（
美
濃
加
納
藩
安
藤
家
初
代
当
主
、
信
友
）
の
万
句
時
で
あ

る
。
こ
の
万
句
に
つ
い
て
の
資
料
は
乏
し
い
が
、『
近
世
奇
跡
考
』（
文
化
元

年
序
）
は
元
禄
十
五
年
春
の
興
行
と
考
証
し
て
い
る
。

宝
永
三
年
の
其
角
没
後
、
Ⅱ
類
印
は
秋
色
に
付
嘱
さ
れ
る
（『
綾
錦
』
享

保
十
七
年
刊
）。
其
角
の
死
は
急
で
あ
っ
た
た
め
、
ど
れ
だ
け
正
式
な
付
嘱

で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、元
禄
三
年
の
入
門
（
同
年
刊
行
の
『
い
つ
を
昔
』

に
「
申
習
ひ
に
／
蜆
と
り
早
苗
に
な
ら
ぶ
女
哉
女
秋
色
」
以
下
三
句
が
載

る
）
以
後
、
其
角
編
の
俳
書
に
悉
く
入
集
す
る
愛
弟
子
の
秋
色
で
あ
れ
ば
、

極
め
て
妥
当
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
秋
色
は
門
弟
の
筆
頭
と
し
て
、
深
川

泉
竜
院
其
角
七
十
七
日
追
善
百
韻
興
行
を
主
催
し
、
同
冬
、
沾
洲
、
青
流
と

と
も
に
其
角
遺
稿
を
整
理
し
て
『
類
柑
子
』
を
刊
行
、
後
、
宝
永
五
年
二
月

十
日
の
一
周
忌
に
は
深
川
芝
山
庵
で
追
善
百
韻
興
行
、
正
徳
三
年
二
月
二
十

九
日
、
深
川
長
慶
寺
で
追
善
百
韻
興
行
を
催
し
七
回
忌
集
『
石
な
ど
り
』
を

刊
行
、
享
保
四
年
十
二
月
、
十
三
回
忌
に
は
『
類
柑
子
』
を
再
板
す
る
等
、

師
の
追
善
に
努
め
て
い
る
。

秋
色
に
よ
る
Ⅱ
類
印
の
使
用
は
『
い
ぬ
桜
』（
享
保
三
年
刊
）
の
加
点
部

分
、

秋
色

万
国
衣
冠
拝
冕
旒

一

位
牌

一
日
長
安
花

一

春
や
む
か
し

洞
庭
月

二

慈
悲
の
帳
・
悋
気

越
雪

五

ワ
キ
・
百
菊
・
あ
つ
鬢
・
城
・
外
の
花
・
神
の
森ス

に
確
認
で
き
る
。な
お
、「
万
国
衣
冠
拝
冕
旒
」
は
芭
蕉
葉
の
画
に
王
維
「
和
二

ノ

ニ

賈
舎
人
早
朝
大
明
宮
之
作
一

」
の
詩
句
を
刻
し
た
秋
色
の
点
印
で
あ
る
。

二
、
初
世
湖
十
（
老
鼠
肝
）
の
付
嘱
と
〈
其
角
正
統
〉

『
近
世
奇
跡
考
』
の
「
其
（
筆
者
注
、
元
禄
十
五
年
）
後
廿
四
年
を
過
ぎ

て
、
秋
色
尼
よ
り
、
初
代
湖
十
に
譲
り
け
る
と
ぞ
」
と
の
記
事
に
よ
る
と
、
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秋
色
の
没
し
た
年
に
あ
た
る
享
保
十
年
、
湖
十
は
Ⅱ
類
印
を
手
に
す
る
。
秋

色
の
死
に
際
し
、
点
印
を
付
嘱
し
た
の
が
な
ぜ
湖
十
で
あ
っ
た
の
か
、
詳
細

は
伝
わ
ら
な
い
が
、
秋
色
七
回
忌
追
善
集
『
誹
太
郎
』（
享
保
十
七
年
刊
）

キ
ニ

ガ

テ

ニ

ス
ク
チ
モ
ラ
フ
ヲ

ニ

ロ
ニ

ル

午
寂
序
文
に
「
嚮
秋
色
之
骨
肉
羅
レ

災
窮
散
。
糊
二

口
于
木
者
菴
一

憐
恕
懇
至
」

と
あ
り
、
な
ん
ら
か
の
災
禍
に
遭
っ
た
秋
色
親
子
は
湖
十
か
ら
援
助
を
受
け

て
い
た
ら
し
い
。お
そ
ら
く
そ
の
縁
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。『
綾
錦
』
に
「
現

湖

十
（
略
）
先
師
点
印
、
秋
色
ヨ
リ
附
属
ス
」
と
記
さ
れ
、
点
譜
に
は
隠
し
点

「
半
面
美
人
」
印
及
び
Ⅱ
類
印
の
「
一
日
長
安
花
」（
十
点
）、「
洞
庭
月
」

（
七
点
）、「
越
雪
」（
五
点
）
が
確
認
で
き
る
。

湖
十
は
曽
氏
、
後
、
深
川
氏
。
謙
堂
、
亀
休
板
、
木
者
庵
な
ど
と
称
し
、

後
、
老
鼠
肝
（
老
鼠
・
鼠
肝
と
も
）
と
号
す
る
。
た
だ
し
、『
俳
家
奇
人
談
』

（
文
化
十
三
年
刊
）
に
「
こ
の
人
容
貌
異
体
な
り
。
落
髪
し
て
髭
の
長
さ
尺

余
、
身
に
は
法
衣
を
着
し
、
頸
に
は
頭
陀
袋
を
掛
け
た
り
。
か
く
奇
怪
の
出

立
に
て
、
平
生
都
下
を
徘
徊
す
。
そ
の
性
冷
飲
を
好
ん
で
、
天
目
に
酒
一
湛

を
も
つ
て
度
と
す
。
醒
れ
ば
ま
た
の
む
。
ゆ
ゑ
に
人
そ
の
醒
た
る
時
を
見
る

事
な
し
」
と
伝
え
る
よ
う
に
、
少
々
癖
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
湖
十
の
活
動
が
本
格
化
し
た
『
二
の
き
れ
』（
正
徳
三
年
刊
）
か

ら
も
窺
え
る
。
同
書
は
、
其
角
の
七
回
忌
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
湖
十
が
、

秋
色
の
『
石
な
ど
り
』
に
も
れ
た
句
の
拾
遺
と
し
て
編
ん
だ
俳
書
な
の
だ

が
、「
半
面
美
人
」
印
を
披
露
し
た
句
会
で
、
其
角
発
句
に
湖
十
が
脇
を
付

け
た
と
い
う
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
る
。

半
面
美
人

印

百
句
下
略

春
の
月
琴
に
物
か
く
は
じ
め
哉

其
角

桜
に
か
ゆ
き
鶴
の
い
た
ゞ
き

湖
十
（
以
下
二
十
五
句
）

こ
れ
に
対
し
、
白
石
悌
三（
５
）氏は
「
元
禄
十
五
年
の
時
点
で
晴
れ
の
賀
会
に
、

並
居
る
常
連
を
さ
し
お
い
て
初
参
加
の
湖
十
が
脇
を
つ
と
め
た
と
は
、
に
わ

か
に
信
じ
が
た
い
」、「
邪
推
す
る
に
、
こ
れ
は
冠
里
の
脇
句
を
さ
し
か
え
た

も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
疑
義
を
唱
え
て
い
る
。『
二
の
き
れ
』
を
見
て

い
く
と
、
確
か
に
氏
と
同
様
の
疑
い
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
点
が
あ
る
。
例

え
ば
、
其
角
か
ら
の
直
接
の
指
導
を
強
調
し
、「
遙
二
む
か
し
あ
ま
り
の
冬

一
日
、
湖
十
に
も
の
教
ん
と
て
」
と
の
前
書
を
付
し
た
「
い
ま
く（
６
）まを
時

雨
ゝ
比
は
あ
れ
ぞ
か
し

其
角
／
そ
ぎ
袖
さ
む
き
花
の
水
仙

湖
十
」
や
、

湖
十
句
に
其
角
が
「
半
面
美
人
」
を
ほ
の
め
か
し
た
句
を
付
け
た
と
す
る

「
男
む
か
し
そ
れ
よ
こ
れ
よ
と
書
た
れ
ば

湖
十
／
半
面
の
美
に
柱
あ
や
か

れ

宝
晋
斎
」
な
ど
、
に
わ
か
に
は
信
用
し
が
た
い
記
述
が
散
見
す
る
。

加
え
て
、
Ⅱ
類
印
の
語
句
を
前
書
と
し
た
「
一
日
長
安
花
／
極
つ
て
鐘
売

レ
ぬ
日
は
花
の
留
主

沾
徳
」、「
洞
庭
月
／
秋
毫
に
紫
式
部
書
た
り
な

青

流
」、「
越
雪
／
越
の
簑
自
在
に
き
ゆ
る
雫
哉

堤
亭
」
の
発
句
群
な
ど
、
点

印
に
関
す
る
記
事
も
目
立
つ
。
沾
徳
句
に
は
「
右
、
晋
子
（
筆
者
注
、
其
角
）

が
鐘
ひ
と
つ
と
い
ひ
し
元
日
の
口
号
に
よ
る
」
と
の
注
記
が
あ
り
、
確
か
に

長
安
の
繁
栄
を
江
戸
に
う
つ
し
た
『
宝
晋
斎
引
付
』
の
其
角
句
を
意
識
し
て

詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
或
い
は
こ
れ
ら
の
題
で
湖
十
が
出
句
を
依

頼
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
言
う
と
、
湖
十
は
『
二
の
き
れ
』
刊
行
の
理
由
を
、
越
路
に
旅
行

テ

中
で
七
回
忌
追
善
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
（
同
書
中
の
記
事
「
予
、
踏
二

越

ヲ

ヲ

路
雪
難
一

経
レ

月
皈
二

武
陽
一

」）
と
述
べ
る
が
、
前
年
の
夏
に
は
湖
十
は
名
古

屋
の
東
鷲
歓
迎
の
世
吉
に
江
戸
で
参
加
し
て
お
り
（『
た
つ
の
う
ら
』
享
保

十
九
年
刊
）、
後
、
上
方
に
滞
在
し
た
形
跡
（『
二
の
き
れ
』
中
の
上
方
や
三
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河
・
尾
張
・
駿
河
連
衆
に
よ
り
贈
ら
れ
た
追
悼
句
）
は
あ
る
と
し
て
も
、
越

路
に
赴
い
た
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
其
角
点
印
「
越
雪
」
を
効
か

せ
た
文
飾
な
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、『
二
の
き
れ
』
に
は
、
点

印
（「
半
面
美
人
」
印
や
Ⅱ
類
印
）
に
関
す
る
言
及
や
、
湖
十
に
よ
る
〈
其

角
正
統
〉
と
の
自
己
主
張
が
、
追
善
と
い
う
面
に
勝
っ
て
目
に
付
く
の
で
あ

る
。其

角
点
印
、
特
に
「
半
面
美
人
」
印
は
人
気
が
あ
り
、
淡
々
も
付
嘱
を
望

ん
で
い
た
と
い
わ
れ（
７
）る。『
二
の
き
れ
』
刊
行
は
、
同
門
俳
人
に
対
す
る
牽

制
で
あ
り
、
自
ら
の
存
在
を
〈
其
角
正
統
〉
に
位
置
付
け
る
た
め
の
ア
ピ
ー

ル
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

点
印
付
嘱
後
、
湖
十
は
其
角
十
七
回
忌
集
『
月
の
鶴
』（
享
保
八
年
刊
）、

『
其
角
二
十
三
回
忌
集
』（
仮
称
、
享
保
十
四
年
刊
、
柿
衞
文
庫
蔵
）
を
刊

行
し
、
着
実
に
其
角
追
善
を
こ
な
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
門
人
ら
に
「
其
角

点
印
、
秋
色
預
リ
テ
、
暫
芭
蕉
家
ヲ
勤
ム
。
湖
十
、
上
方
下
向
之
後
、
秋
色

ヨ
リ
右
之
点
印
、
湖
十
江

渡
ス
」（『
宗
祇
戻
』
宝
暦
四
年
刊
）
と
吹
聴
し
、

其
角
点
印
の
後
継
者
た
る
秋
色
を
、
一
時
的
に
保
管
し
て
い
た
だ
け
の
存
在

と
し
て
扱
い
、
あ
た
か
も
初
め
か
ら
自
身
が
正
統
の
継
承
者
で
あ
っ
た
か
の

よ
う
に
振
る
舞
い
始
め
る
。

三
、
二
世
（
巽
窓
）
の
付
嘱
と
点
印
の
複
製

享
保
十
八
年
、
永
機
こ
と
巽
窓
が
二
世
湖
十
を
襲
号
、
そ
れ
に
伴
い
初
世

湖
十
は
老
鼠
肝
に
改
号
す
る
。
点
印
付
嘱
も
こ
の
時
で
、『
鳥
山
彦
』（
元
文

元
年
刊
）
巽
窓
点
譜
に
は
「
半
面
美
人
」
印
、Ⅱ
類
印
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

シ
テ

ま
た
、
同
点
譜
に
は
芭
蕉
葉
の
画
に
孟
叔
異
「
夏
雨
」
の
詩
句
「
檐
声
和
レ

ニ

ツ

ニ

月
落
二

芭
蕉
一

」
を
刻
し
た
「
芭
蕉
」
印
（
十
五
点
）
が
追
加
さ
れ
る
。

巽
窓
は
村
瀬
氏
。
甲
府
の
人
。
江
戸
で
俳
諧
を
湖
十
に
学
び
、
二
世
襲
号

の
年
に
師
の
養
子
と
な
る
（『
夢
跡
集
』
所
収
「
二
世
湖
十
伝
」、
天
保
四
年

頃
成
）。
存
義
・
米
仲
ら
と
結
び
一
世
を
風
靡
し
た
『
江
戸
二
十
歌
仙
』（
延

享
二
年
刊
）
の
中
心
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。

享
保
末
期
は
、
例
え
ば
十
七
年
冬
に
松
珞
が
父
の
表
徳
、
羊
素
を
継
い
だ

こ
と
を
筆
頭
と
し
て
、
十
八
年
春
に
は
和
推
が
調
和
号
を
、
和
推
の
息
和
交

が
和
推
号
を
継
承
、
如
格
が
四
世
立
志
を
襲
号
（『
鳥
山
彦
』）、
一
方
、
同

十
八
年
に
祇
空
、
翌
十
九
年
に
貞
佐
ら
前
代
の
俳
人
が
次
々
と
物
故
す
る
な

ど
世
代
交
代
が
著
し
く
、
俳
系
の
正
統
性
に
対
す
る
意
識
の
高
ま
っ
て
き
た

時
期
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
綾
錦
』・『
鳥
山
彦
』
で
江
戸
宗
匠
系
譜
を
掲

げ
た
沾
涼
に
対
し
、系
譜
の
認
識
を
異
に
す
る
沾
洲
が
『
親
う
ぐ
ひ
す
』（
享

保
二
十
年
刊
）
で
「
近
年
、
猥
り
に
宗
匠
の
系
図
を
定
め
版
行
せ
し
め
己
が

（
マ
マ
）

世
渡
り
に
し
て
、
其
の
血
脈
を
違
へ
、
他
国
を
犯
し
、
胡
論
の
書
あ
り
。
悲

し
き
業
な
り
」
と
批
判
す
る
事
態
も
起
き
て
い
る
。

ま
た
、
同
時
期
は
、
享
保
十
四
年
の
二
十
三
回
忌
を
契
機
に
盛
り
上
が
り

を
見
せ
た
其
角
の
顕
彰
運
動
の
只
中
に
あ
る
。
其
角
を
追
慕
し
た
俳
書
は
数

多
く
出
板
さ
れ
て
お
り
、
巽
窓
も
同
十
八
年
、
旧
知
の
才
牛
（
二
代
目
団
十

郎
）
親
子
と
箱
根
に
遊
び
、『
新
山
家
』（
貞
享
三
年
刊
）
に
倣
う
『
犬
新
山

家
』（
享
保
十
八
年
刊
）
に
同
道
、
二
十
年
に
は
『
花
摘
』
に
倣
う
句
日
記

『
続
花
摘
』
を
編
み
、
元
文
四
年
に
は
其
角
三
十
三
回
忌
集
『
角
文
字
』
を

刊
行
し
て
い
る
。
当
時
、
江
戸
俳
諧
の
祖
と
位
置
付
け
ら
れ
る
其
角
の
存
在

感
は
絶
大
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
潮
流
に
あ
っ
て
、
湖
十
ら
の
所
持
す
る
「
半
面
美
人
」

印
、
Ⅱ
類
印
が
〈
其
角
正
統
〉
た
る
物
証
と
し
て
並
々
な
ら
ぬ
威
力
を
発
揮
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し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
出
来
る
。
巽
窓
は
こ
の
〈
其
角
正
統
〉
と
い
う
地

位
と
点
印
を
金
科
玉
条
と
し
て
、
着
々
と
地
盤
を
固
め
て
い
く
。

た
だ
し
、
巽
窓
が
勢
力
を
伸
ば
す
過
程
に
は
、
湖
十
系
の
点
印
付
嘱
に
お

け
る
大
き
な
問
題
を
孕
ん
で
い
た
。
水
戸
藩
家
老
の
太
田
湖
中
（
別
号
、
見

龍
）
編
『
俳
諧
雪
月
花
』（
元
文
元
年
序
）
の
巽
窓
序
文
を
次
に
挙
げ
る
。

予
、
木
者
庵
（
筆
者
注
、
老
鼠
肝
）
よ
り
其
道
統
を
伝
ふ
る
に
、
晋
子

点
印
、
雪
月
華
の
文
字
を
古
篆
に
う
つ
し
て
考
評
に
あ
ら
は
し
侍
り
し

が
、
其
後
、
今
用
る
所
の
楷
書
、
雪
月
華
の
印
に
改
む
。
ふ
る
き
盤
に
、

此
門
に
学
ぶ
人
の
深
知
に
し
て
家
流
を
継
の
志
あ
ら
ば
、
付
与
し
つ
た

（
た
脱
か
）

へ
ん
と
思
ひ
し
時
、
水
府
見
竜
公
、
年
月
の
琢
磨
疎
な
ら
ず
、
懇
望
し

ま
ふ
こ
と
ひ
さ
し
。
よ
つ
て
か
の
篆
文
の
印
共
に
四
章
珠
案
に
呈
す
。

同
書
は
、
其
角
流
に
心
酔
し
て
い
た
湖
中
が
、
其
角
の
「
道
統
」
を
継
ぐ

巽
窓
か
ら
点
印
を
譲
ら
れ
た
折
の
賀
集
な
の
だ
が
、
そ
の
序
文
に
は
瞠
目
す

べ
き
記
述
が
あ
る
。
巽
窓
は
文
脈
を
巧
妙
に
ぼ
か
し
て
い
る
が
、
其
角
点
印

を
篆
書
体
に
複�

製�

し
て
使
用
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
楷
書
体
に
改
め
た

の
で
、
以
前
用
い
て
い
た
点
印
を
湖
中
に
譲
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
序

文
に
「
晋
子
点
印
、
雪
月
華
」
と
あ
る
の
で
、
湖
中
に
付
嘱
さ
れ
た
点
印
に

あ
た
る
も
の
は
、「
雪
月
華
」
が
各
々
の
印
字
と
し
て
刻
さ
れ
る
Ⅱ
類
印
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
湖
十
襲
号
、
Ⅱ
類
印
付
嘱
以
前
の
巽
窓
点
譜
を
『
綾
錦
』
に
確

認
し
て
み
る
と
、「
曽

永
機

か
く
し
点

�
香
亭

月
雪

十
五

五
字

花
十

三
字

月
七

二
字

雪
五

長

三

丸

二
」
と
あ
る
。
隠
し

点
の
「
�
香
亭
」、「
月
雪
」（
十
五
点
）
の
他
、
五
字
印
「
花
」、
三
字
印

「
月
」、
二
字
印
「
雪
」
が
あ
る
。
具
体
的
な
印
面
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
れ
ら
が
Ⅱ
類
印
の
篆
書
に
相
当
す
る
も
の
か
。
一
方
、『
鳥
山
彦
』
老
鼠

点
譜
を
見
る
と
、
隠
し
点
「
不
尽
」
に
続
き
「
長
安
花

十
ゝ
（
筆
者
注
、

点
）

雪
月

七
ゝ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
巽
窓
へ
点
印
を
付
嘱
し
た
後
に

も
関
わ
ら
ず
、
印
面
に
Ⅱ
類
印
と
関
連
す
る
文
言
を
使
用
し
て
い
る
。

ど
う
や
ら
、
老
鼠
・
巽
窓
は
点
印
と
い
う
「
物
」
に
よ
っ
て
〈
其
角
正
統
〉

と
い
う
権
威
を
可
視
化
し
つ
つ
、
且
つ
自
ら
の
地
位
、
権
益
を
損
ね
ぬ
よ
う
、

点
印
を
複
製
し
て
門
人
に
譲
渡
し
て
い
た
ら
し（
８
）い。

点
印
の
複
製
は
Ⅱ
類
印
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。『
五
元
集
』
の
編
者
、

旨
原
は
「
春
の
月
琴
に
物
書
は
じ
め
哉
」
句
に
「
半
面
の
印
安
藤
家
に
残
れ

り
。
湖
十
印
は
に
せ
も
の
な
り
。
そ
う
か
ん
と
云
者
作
る
」
と
注
し
て
い（
９
）る。

「
そ
う
か
ん
」
は
鼠
肝
、
即
ち
老
鼠
、
安
藤
家
と
は
、「
半
面
美
人
」
印
を

披
露
し
た
冠
里
の
安
藤
家
を
指
す
。
も
し
、
旨
原
の
発
言
が
正
し
い
と
す
る

と
、「
半
面
美
人
」
印
は
、
其
角
没
後
か
ら
冠
里
の
も
と
に
あ
り
、
世
に
出

る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
Ⅱ
類
印
を
付
嘱
し
た
秋
色
の

点
譜
を
思
い
起
こ
し
て
み
て
も
、
現
時
点
で
は
「
半
面
美
人
」
印
の
使
用
が

認
め
ら
れ
な
い
。
真
相
は
謎
な
が
ら
、「
そ
う
か
ん
と
云
者
作
る
」
と
い
う

言
葉
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
湖
中
に
付
嘱
さ
れ
た
Ⅱ
類
印
の
複
製
問
題
と
も

整
合
性
が
生
ま
れ
て
く（

１０
）る。

四
、
三
世
（
風
窓
）
の
其
角
座
経
営

延
享
三
年
の
巽
窓
没
後
、
風
窓
が
三
世
湖
十
を
襲
号
す
る
。
風
窓
は
江
戸

の
人
。
初
号
、
木
髪
。
巽
窓
の
養
子
と
な
り
、
犬
長
者
・
露
入
道
・
扇
笠
院
・

老
鼠
・
雷
吼
坊
な
ど
と
号
す
る
（『
夢
跡
集
』
所
収
「
三
世
深
川
湖
十
伝
」）。

木
髪
号
で
『
江
戸
二
十
歌
仙
』
に
も
参
加
し
て
い
る
。

風
窓
の
点
印
付
嘱
の
正
確
な
年
代
は
不
明
だ
が
、
お
そ
ら
く
襲
号
と
同
時
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期
で
あ
ろ
う
。『
眉
斧
日
録
』
初
編
（
宝
暦
二
年
刊
）
自
序
に
「
晋
子
没
後
、

老
鼠
こ
れ
を
得
て
、
巽
窓
、
こ
れ
を
風
窓
に
つ
た
ふ
」
と
あ
り
、
同
書
点
譜

に
は
「
半
面
美
人
」
印
、
Ⅱ
類
印
、
巽
窓
の
「
芭
蕉
」
印
が
確
認
で
き
る
。

た
だ
し
、
風
窓
は
同
序
文
に
「
し
ば
ら
く
加
ふ
る
に
、
一
二
の
印
章
を
も
て

す
」
と
も
述
べ
、
点
印
の
種
類
を
大
幅
に
増
加
さ
せ
て
い
る
。
新
刻
さ
れ
た

点
印
は
、
同
書
点
譜
に
よ
る
と
、「
蘂
印
」・「
蓬
莱
美
人
」・「
三
山
」、
さ
ら

に
無
条
件
の
勝
ち
（
点
譜
「
得
之
主
不
論
甲
乙
可
為
勝
」）
を
示
す
「
比
翼
」

リ
テ
ハ

ハ
ク
ハ

リ

ト

で
あ
る
。「
比
翼
」
は
「
長
恨
歌
」
の
詩
句
「
在
レ

天
願

作
二

比
翼
鳥
一

／

リ
テ
ハ

ニ

ハ
ク
ハ

ラ
ン
ト

ノ

ト

リ
テ

ク
ト
モ

ノ

ミ

ト
シ
テ

カ
ラ
ン

在
レ

地
願

為
二

連
理
枝
一

／
天
長
地
久
有
レ

時
尽
／
此
恨
綿
綿

無
二

ユ
ル
ノ

絶
期
一

」
を
典
拠
と
す
る
印
で
、
印
面
に
は
「
天
長
地
久
」
と
刻
さ
れ
る
。

他
に
も
、
風
窓
加
点
の
『
霜
の
庵
』（
上
田
市
立
上
田
図
書
館
花
月
文
庫
蔵
）

を
見
る
と
、
秋
色
の
「
万
国
衣
冠
拝
冕
旒
」
印
の
使
用
が
認
め
ら
れ
、『
俳

諧
�
』
後
編
（
明
和
七
年
刊
）、
風
窓
点
譜
【
図
２
】
で
は
「
橋
立
図
」（
二

十
五
点
）、「
厳
嶋
図
」（
三
十
点
）、「
富
士
図
」（
四
十
点
）
等
の
点
印
が
用

い
ら
れ
る
。

前
句
付
を
中
心
と
す
る
江
戸
雑
俳
の
隆
盛
期
に
あ
た
る
宝
暦
当
時
、
同
じ

く
其
角
座
で
、『
眉
斧
日
録
』
に
先
駆
け
て
高
点
付
句
集
『
武
玉
川
』
を
大

ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
紀
逸
も
ま
た
、
例
え
ば
最
高
の
二
十
五
点
で
見
る
と
、「
主

寿
昌
」（
初
編
、
寛
延
三
年
刊
）、「
不
騫
不
崩
」（
五
編
、
宝
暦
三
年
刊
）、「
王

母
林
」（
九
編
、
同
六
年
刊
）、「
蟋
蟀
入
牀
語
」（
十
編
、
同
年
刊
）、「
勤
向

窓
前
読
」（
十
二
編
、
同
八
年
刊
）
と
め
ま
ぐ
る
し
く
点
印
を
改
め
、
新
味

を
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
点
数
の
褒
賞
に
様
々
な
種
類
を
設
け
、
飽

き
さ
せ
る
こ
と
な
く
巧
み
に
興
味
を
煽
動
す
る
風
窓
の
点
印
は
、
顧
客
獲
得

に
極
め
て
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
紀
逸
・
万
立
・
秀
億
・
庭
台
・

田
社
ら
と
各
草
庵
で
月
次
句
会
を
定
期
的
に
興
行
（『
巻
藁
』
宝
暦
三
年
刊
、

『
誹
花
笑
』
同
七
年
刊
）
す
る
な
ど
、
風
窓
は
旺
盛
な
活
動
を
見
せ
、
其
角

座
を
盛
り
立
て
て
い
く
。

そ
し
て
、
安
永
時
に
は
、
次
代
、
四
世
湖
十
の
た
め
の
経
営
強
化
に
乗
り

出
す
。
四
世
の
晋
窓
は
始
め
雪
中
庵
蓼
太
門
で
完
車
と
号
し
、
後
、
風
窓
門

に
入
っ
た
人
物
で
、
別
号
、
黄
花
庵
・
歓
雷
・
晋
吟
・
孫
笑
（『
夢
跡
集
』

所
収
「
四
世
深
川
湖
十
伝
」
他
）。『
増
補
童
の
的
』
六
編
（
安
永
四
年
序
）

に
「
其
角
座

老
鼠

湖
十
改

湖
十

歓
雷
改
」
と
あ
り
、
同
年
に
晋
窓

は
湖
十
を
襲
号
、
風
窓
は
老
鼠
と
改
号
す
る
。
相
前
後
し
て
点
印
の
付
嘱
が

行
わ
れ
て
お
り
、『
俳
諧
�
』
後
編
後
訂
本
（
同
三
年
刊
）
の
晋
窓
点
譜
【
図

３
】
に
Ⅱ
類
印
等
が
確
認
で
き（

１１
）る。

さ
ら
に
、
風
窓
は
、
晋
窓
に
実
績
を
積
ま
せ
る
た
め
、
秋
色
（
二
世
。
別

号
、
野
菊
）
連
名
で
『
花
実
集
』（
同
四
年
刊
）
を
江
戸
、
花
屋
久
治
郎
か

ら
出
板
さ
せ
る
。
自
ら
は
後
見
と
し
て
、
序
文
に
、
次
の
よ
う
な
出
板
経
緯

を
記
す
。

そ
の
か
み
、
晋
子
上
京
の
折
か
ら
、
落
柿
舎
に
謁
し
て
一
編
の
滑
稽
あ

り
。
つ
い
で
誹
諧
の
大
意
を
し
め
す
清
談
あ
り
し
に
、
遠
く
是
を
し
ら

ず
。
爰
に
お
ゐ
て
秋
色
・
歓
雷
、
そ
の
お
も
む
き
を
ゑ
ら
み
て
、
さ
く

ら
木
に
模
し
、
天
下
不
朽
に
し
ら
し
め
ん
と
す
。

即
ち
、『
花
実
集
』
は
、
未
だ
世
に
知
ら
れ
て
い
な
い
、
其
角
と
去
来
の
俳

談
を
筆
記
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
「
其
角
正
統

風
窓
湖
十
」（
序
文
）
が

保
証
付
で
刊
行
し
た
、
由
緒
正
し
い
書
だ
と
の
触
れ
込
み
で
あ
る
。
風
窓
の

主
張
が
真
実
な
ら
ば
、
極
め
て
重
要
な
書
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
宣
伝

効
果
は
抜
群
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
書
は
俳
話
の
大
部
分
が
同
年
三
月
、
京
都
の
井
筒
屋

庄
兵
衛
・
橘
屋
治
兵
衛
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
去
来
抄
』
の
論
に
一
致
し
、
し
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か
も
同
書
の
去
来
の
言
の
多
く
を
其
角
の
発
言
と
し
て
す
り
替
え
た
、
其
角

を
権
威
付
け
る
た
め
の
偽
書
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
風
窓
は
、『
花
実
集
』

を
編
集
さ
せ
る
こ
と
で
、〈
其
角
正
統
〉
と
し
て
の
晋
窓
を
世
に
認
知
さ
せ

よ
う
と
目
論
む
の
で
あ
っ
た
。

以
後
も
、
風
窓
は
其
角
座
の
中
で
実
権
を
持
ち
続
け
る
。『
安
永
七
年
歳

旦
』（
富
山
県
立
図
書
館
志
田
文
庫
蔵
）
冒
頭
に
「
か
は
ら
ず
風
窓
・
晋
窓

の
蓬
莱
に
か
ざ
り
も
の
し
て
」
と
風
窓
の
名
が
挙
が
る
の
は
そ
の
証
左
で
あ

る
し
、
同
書
に
「
去
年
は
風
窓
師
の
印
を
譲
ら
れ
、
と
し
〴
〵
の
悦
、
此
迄

の
冥
加
に
も
叶
た
る
な
ら
ん
／
こ
と
の
葉
に
実
を
も
結
ぶ
や
花
の
春
湖
明
一

号

鼠
開
」
と
あ
る
の
は
、
風
窓
が
点
印
の
伝
授
権
を
握
り
続
け
た
こ
と
を
示

唆
す
る
。
ど
の
点
印
か
は
不
明
な
が
ら
、
晋
窓
で
は
な
く
、
風
窓
に
よ
っ
て

付
嘱
が
行
わ
れ
た
事
実
か
ら
、
そ
の
影
響
力
は
依
然
と
し
て
大
き
か
っ
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
風
窓
の
後
見
に
な
る
其
角
座
は
、
や
が
て
特
殊
な
経
営
形
態
を

と
る
よ
う
に
な
る
。
晋
窓
と
同
様
に
、
Ⅱ
類
印
の
付
嘱
さ
れ
た
宗
匠
が
現
れ

る
の
で
あ
る
。『
俳
諧
�
』
後
編
後
訂
本
を
見
る
と
、
晋
窓
の
他
に
も
秋
色

【
図
４
】、
宝
井
ら
が
楷
書
体
の
Ⅱ
類
印
、
恋
稲
が
篆
書
体
の
Ⅱ
類
印
を
所

持
し
て
い
る
。
湖
十
ら
が
点
印
を
複
製
し
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
こ

こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
其
角
座
の
宗
匠
全
員
に
其
角
の
点
印
が
付
嘱
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
に
紀
逸
、
沢
来
、
嵐
々
ら
の
宗
匠

が
所
属
す
る
が
、
彼
ら
は
Ⅱ
類
印
を
持
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
を
整
理
し
て
考
え
る
と
、
其
角
座
は
、
実
権
を
掌
握
す
る
〈
其
角

正
統
〉
の
風
窓
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
継
承
者
た
る
晋
窓
と
、
Ⅱ
類
印
を
付

嘱
し
た
宗
匠
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
宗
匠
と
い
う
組
織
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

宗
匠
も
む
か
し
は
万
句
を
し
て
、
点
者
に
な
る
が
法
式
じ
ゃ
が
、
近
年

は
料
理
を
振
ま
ふ
て
、
こ
そ
〳
〵
と
し
ま
ふ
が
、
法
式
の
様
に
な
り
、

評
物
と
い
へ
ば
番
丁
へ
吉
原
と
い
ふ
付
合
で
も
、
し
ら
ぬ
皃
で
高
点
を

か
け
、
世
捨
人
が
牽
頭
持
の
行
作
を
し
て
、
初
春
に
は
熨
斗
目
を
き
て
、

年
始
の
御
し
う
ぎ
を
云
込
む
。
（『
当
世
穴
さ
が
し
』
明
和
六
年
刊
）

宝
暦
・
明
和
期
、
町
人
層
の
飛
躍
的
な
経
済
成
長
を
背
景
と
し
て
、
俳
諧
愛

好
者
の
人
口
は
増
大
、
そ
れ
に
伴
い
、
俄
宗
匠
が
巷
に
溢
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
対
し
、
風
窓
は
点
印
と
い
う
物
証
で
〈
其
角
正
統
〉
の
権
威
を
顕
示
、

そ
の
点
印
の
複
製
・
付
嘱
に
よ
っ
て
座
内
の
秩
序
を
整
え
、
組
織
を
強
化
す

る
こ
と
で
、
経
営
の
安
定
を
図
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

五

寛
政
期
の
混
迷

―
四
世
（
晋
窓
）
の
夭
折
と
五
世
（
九
窓
）
―

風
窓
の
勝
れ
た
経
営
手
腕
に
よ
り
順
調
か
に
見
え
た
其
角
座
で
あ
る
が
、

安
永
九
年
、
風
窓
が
没
し
た
こ
と
で
事
態
は
急
展
開
を
見
せ
る
。
お
そ
ら
く

Ⅱ
類
印
を
持
つ
宗
匠
達
の
中
で
均
衡
が
崩
れ
た
の
だ
ろ
う
、『
俳
諧
�
』
六

編
（
天
明
元
年
刊
）
に
晋
窓
・
野
菊
・
恋
稲
・
宝
井
・
為
裘
・
石
腸
・
吉
雲

の
七
名
を
擁
し
た
其
角
座
は
、
同
七
編
（
同
四
年
刊
）
に
は
Ⅱ
類
印
を
付
嘱

し
て
い
た
宝
井
・
恋
稲
が
離
脱
、
同
八
編
（
同
六
年
刊
）
で
は
同
じ
く
秋
色
、

さ
ら
に
為
裘
が
姿
を
消
し
、
残
る
宗
匠
は
晋
窓
・
石
腸
・
吉
雲
の
三
名
と
、

一
挙
に
弱
体
化
し
た
。
加
え
て
、
寛
政
元
年
五
月
二
十
七
日
に
晋
窓
も
急
逝

（『
夢
跡
集
』）、
湖
十
系
は
断
絶
す（

１２
）る。
そ
の
た
め
、
寛
政
期
に
は
、
湖
十

系
統
の
点
印
、〈
其
角
正
統
〉
を
巡
っ
て
、
種
々
の
混
乱
が
生
じ
た
。
以
下
、

略
述
す
る
。

晋
窓
の
没
し
た
翌
年
の
寛
政
二
年
、「
半
面
美
人
」
印
等
を
手
に
し
た
の
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は
、
白
雄
門
の
常
世
田
長
翠
で
あ
る
。『
在
し
夜
語
』（
寛
政
七
年
刊
）
に
よ

る
と
、
白
雄
は
江
戸
座
の
春
来
に
師
事
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い（

１３
）う。
ま
た
、

天
明
頃
、
江
戸
座
の
俳
風
は
蕉
風
化
し
て
、
五
色
墨
派
と
の
相
互
交
流
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。長
翠
の
点
印
付
嘱
は
そ
の
縁
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

同
年
七
月
十
四
日
付
の
信
州
戸
倉
社
中
宛
白
雄
書
簡
に
「
都
久
裳
坊
（
筆
者

（
マ
マ
）

注
、
長
翠
）
事
、
普
窓
湖
十
な
く
な
り
候
あ
と
へ
贅
夫
（
筆
者
注
、
入
り
婿
）

に
遣
候
。
こ
れ
や
其
角
叟
正
統
に
て
候
。
則
、
其
角
叟
半
面
美
人
及
点
譜
も

伝
ひ
候
て
、
人
も
し
り
候
菴
に
て
、
此
た
び
点
譜
と
も
つ
く
も
坊
う
け
つ
ぎ

候
」
と
報
じ
て
い
る
。
安
永
九
年
頃
の
白
雄
江
戸
定
住
後
、
門
弟
達
は
天
明

二
年
の
春
鴻
を
は
じ
め
と
し
て
相
次
い
で
立
机
し
、
白
雄
一
門
は
勢
力
を
拡

大
し
て
い
た
。
長
翠
の
付
嘱
も
其
角
座
の
落
魄
に
乗
じ
た
戦
略
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
寛
政
三
年
の
白
雄
没
後
、
長
翠
は
〈
其
角
正
統
〉
よ
り
も
白
雄

の
師
系
を
優
先
し
、
早
々
に
春
秋
庵
に
入
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
翌
四
年

に
其
角
座
が
再
建
さ
れ
、「
こ
と
し
、
其
角
伝
来
の
書
な
ら
び
に
点
印
を
う

け
つ
ぎ
、
専
に
其
角
風
を
こ
の
む
と
見
へ
た
り
」（『
俳
諧
�
』
十
一
編
、
同

年
刊
）
と
記
さ
れ
る
湖
十
（
白
雪
庵
）
が
宝
井
と
と
も
に
現
れ
る
。
こ
の
湖

十
は
、『
俳
諧
人
物
便
覧
』（
安
政
三
年
以
前
成
）
に
「
石
腸

白
窓
、
後
、

白
雪
菴
湖
十
」
と
あ
り
、
晋
窓
の
没
し
た
寛
政
元
年
に
百
万
座
へ
移
籍
し
た

（『
俳
諧
�
』
十
編
、
同
年
刊
）
白
雪
庵
石
腸
か
と
思
わ
れ
る
。
が
、『
俳
諧

人
物
便
覧
』
に
は
「
後
有
故
除
世
代
」
と
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
石
腸
は
何

ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
五
世
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

一
方
、『
俳
諧
�
』
十
一
編
を
見
る
と
、
一
漁
側
末
尾
に
「
嵐
々
庵
栖
隠

大
坪

鼠
肝
」
及
び
「
武
蔵
坊
其
角
正
統

晋

月
叟
」
と
、
初
世
湖
十

の
号
、鼠
肝
を
名
乗
る
人
物
や
〈
其
角
正
統
〉
を
称
す
る
月
叟
が
出
現
す
る
。

鼠
肝
は
雁
字
庵
嵐
々
（『
俳
諧
人
物
便
覧
』）。『
俳
諧
国
づ
く
し
』（
寛
政

二
年
刊
）
跋
文
に
よ
る
と
、
元
禄
十
四
年
生
で
「
六
才
の
時
、
宝
井
氏
の
膝

に
抱
れ
し
人
な
り
。晋
子
古
人
と
成
て
の
ち
深
川
鼠
肝
に
随
身
す
」
と
い
う
。

其
角
没
後
、
老
鼠
に
師
事
、
他
に
も
淡
々
と
交
流
し
た
古
老
俳
人
で
、
安
永

期
に
は
風
窓
経
営
の
其
角
座
に
も
所
属
し
て
い
た
。
晋
窓
没
後
に
は
夫
水
と

本
所
側
を
設
立
（『
俳
諧
�
』
十
編
）、
後
、
寛
政
四
年
（
当
時
九
十
二
才
）

に
一
漁
ら
と
合
流
す
る
。湖
十
号
を
継
承
し
た
石
腸
と
見
解
の
相
違
が
あ
り
、

対
立
し
た
と
い
う
こ
と
か
。

月
叟
は
四
世
一
漁
門
。『
た
ね
お
ろ
し
』
十
六
編
（
寛
政
二
年
刊
）
に
「
晋

子
の
な
が
れ
な
る
松
窓
主
人
に
入
門
の
歓
び
を
の
ぶ
る
／
雨
露
で
増
す
人
の

恩
あ
り
室
の
梅

月
叟
」
と
あ
る
。〈
其
角
正
統
〉
に
強
い
関
心
を
持
ち
、

一
漁
（『
俳
諧
�
』
十
三
編
、
同
九
年
刊
で
「
晋
子
五
世
」
を
称
す
る
）
や

鼠
肝
に
与
し
た
新
参
宗
匠
な
の
だ
ろ
う
、
月
叟
は
宝
井
氏
を
名
乗
り
（
同
十

二
編
、
寛
政
七
年
刊
）、
篆
刻
な
が
ら
、
Ⅱ
類
印
・「
芭
蕉
」
印
・「
万
国
衣

冠
拝
冕
旒
」
印
を
入
手
（
同
十
三
編
点
譜
【
図
５
】）
し
て
い
る
。

右
の
よ
う
な
混
乱
は
、
寛
政
八
年
十
月
十
二
日
の
鼠
肝
物
故
（『
新
選
俳

諧
年
表
』）、
五
世
湖
十
（
九
窓
）
の
進
出
に
よ
っ
て
、
収
束
に
向
か
う
こ
と

と
な
る
。『
屠
龍
之
技
』（
文
化
十
年
刊
）
所
収
「
み
や
こ
ど
り
」（
寛
政
五

年
か
ら
八
年
夏
頃
に
成（

１４
）る）
に
「
木
髪
が
湖
十
と
名
改
す
る
に
」
と
の
記
事

が
あ
る
。
木
髪
こ
と
九
窓
は
、『
俳
諧
�
』
十
二
編
で
は
、
白
雪
庵
の
其
角

座
消
滅
に
伴
い
移
籍
し
た
宝
井
と
と
も
に
平
砂
側
に
所
属
し
、
同
十
三
編
で

宝
井
が
二
世
風
窓
を
名
乗
る
の
と
同
時
に
湖
十
を
称
し
た
。
同
書
点
譜
【
図

６
】
に
よ
る
と
、
印
影
が
其
角
や
歴
世
湖
十
と
は
異
な
る
が
、
楷
書
の
Ⅱ
類

印
・「
半
面
美
人
」
印
・「
蓬
莱
美
人
」
印
・「
芭
蕉
」
印
・「
万
国
衣
冠
拝
冕

旒
」
印
・「
比
翼
」
印
を
所
持
、
同
十
四
編
（
同
十
年
刊
）
に
は
、
宝
井
を
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筆
頭
に
し
つ
つ
「
其
角
座
湖
十
側
」
を
復
興
す（

１５
）る。
寛
政
期
の
江
戸
俳
壇
は

混
迷
を
極
め
、「
今
の
俳
諧
、
蜂
の
如
に
起
、
麻
の
如
に
み
だ
れ
て
、
そ
の

糸
口
を
し
ら
ず
」（『
軽
挙
館
句
藻
』
所
収
「
千
束
の
稲
」
同
十
三
年
正
月
の

条
）
と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
か
ら
江
戸
座
内
に
月
叟
の
名
を

見
掛
け
る
こ
と
は
な
く
な（

１６
）り、
対
立
は
解
消
さ
れ
て
い
く
。

お
わ
り
に

―
六
世
（
昇
窓
）
の
付
嘱
と
大
名
文
化
圏
―

以
上
、
湖
十
系
統
の
其
角
点
印
付
嘱
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
歴
世
湖
十
は

〈
其
角
正
統
〉
の
名
の
も
と
、
点
印
を
巧
妙
に
複
製
し
、
そ
れ
を
付
嘱
（
実

態
と
し
て
は
印
字
の
使
用
権
許
可
と
言
っ
た
方
が
適
切
か
）
す
る
こ
と
で
勢

力
の
拡
充
を
図
っ
て
い
た
。
中
に
は
風
窓
の
よ
う
に
点
印
の
付
嘱
に
よ
っ
て

座
内
秩
序
の
組
織
化
を
試
み
る
者
も
い
た
。
寛
政
期
に
混
乱
を
生
じ
た
と
は

い
え
、
複
製
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
「
湖
十
（
或
い
は
老
鼠
）」
が
伝
授
権

を
掌
握
し
続
け
る
こ
の
点
印
付
嘱
の
シ
ス
テ
ム
は
、
実
力
者
に
統
制
さ
れ
る

な
ら
ば
、
座
側
運
営
の
有
効
な
方
法
と
な
る
。

享
和
二
年
、
九
窓
に
次
い
で
湖
十
を
襲
号
し
た
六
世
の
昇
窓
は
、
こ
の
湖

十
系
点
印
付
嘱
の
特
質
を
極
め
て
効
果
的
に
活
用
し
た
人
物
で
あ
る
（
昇
窓

の
点
譜
は
【
図
７
】
参
照
）。
昇
窓
は
御
三
卿
の
清
水
家
に
仕
え
た
経
歴
が

あ
り
、
豊
富
な
人
脈
を
持
っ
て
い（

１７
）た。
そ
こ
で
、
数
多
の
貴
顕
に
点
印
を
付

嘱
、
大
名
文
化
圏
へ
の
活
路
を
切
り
開
い
て
い
く
。

例
え
ば
、『
湖
十
句
巣
』（
文
化
十
二
年
か
ら
文
政
二
年
に
わ
た
る
昇
窓
の

発
句
書
留
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
洒
竹
文
庫
蔵
）
に
「
文
化
十
二
極
月
廿

六
日
、
長
州
の
君
江
用
来
る
印
点
并
派
翁
の
真
蹟
を
奉
る
と
て
／
早
咲
や
曳

る
ゝ
樹
屋
も
冥
加
も
の
」
と
あ
る
。「
長
州
の
君
」
と
は
大
名
俳
人
、
露
朝

な
り
ひ
ろ

（
長
門
萩
藩
毛
利
家
第
十
代
当
主
、
斉
熙
）
を
指
す
。
点
印
を
付
嘱
さ
れ
、

歓
喜
し
た
露
朝
は
、
自
著
『
は
な
む
し
ろ
』（
文
化
十
三
年
跋
）
の
自
跋
に

「
二
世
宝
晋
斎
（
筆
者
注
、
昇
窓
）
が
花
押
を
譲
り
う
け
し
に
、
そ
の
ま
ゝ

蔵
し
置
く
も
本
意
な
け
れ
ば
、
俳
友
に
百
の
巻
を
乞
集
め
、
こ
れ
に
押
そ
め

て
弘
る
は
し
と
せ
り
」
と
記
し
て
、い
よ
い
よ
昇
窓
に
親
炙
す
る
の
で
あ
る
。

他
に
も
、
諸
国
の
大
名
、
旗
本
、
幕
臣
や
富
裕
町
人
、
俳
諧
宗
匠
ら
の
点

譜
六
百
余
を
貼
り
交
ぜ
た
俳
諧
点
印
譜
『
於
之
波
奈
嘉
々（

１８
）美』（
文
化
十
年

頃
成
）
を
見
る
と
、
大
名
階
級
で
は
Ⅰ
類
印
の
所
持
者
、
月
村
は
じ
め
、
栄

枝
（
上
総
久
留
里
藩
黒
田
家
第
五
代
当
主
、
直
方
）
や
維
嶽
（
蝦
夷
松
前
藩

第
九
代
松
前
家
十
三
代
当
主
、
章
広
）、
御
高
家
衆
で
は
金
稲
（
大
沢
右
京

大
夫
）
ら
、
総
計
、
実
に
二
十
余
名
に
わ
た
り
、
Ⅱ
類
印
等
の
点
印
付
嘱
の

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（【『
於
之
波
奈
嘉
々
美
』
Ⅱ
類
印
等
付
嘱
表
】

参
照
）。「
今
世
は
俳
諧
宗
匠
二
三
百
人
も
こ
れ
有
よ
し
」（
小
川
顕
道
著
『
塵

塚
談
』
文
化
十
一
年
成
）
と
点
者
が
ひ
し
め
く
中
、
昇
窓
は
点
印
の
付
嘱
に

よ
っ
て
大
名
俳
人
達
と
の
関
係
を
築
き
、
門
葉
の
裾
野
を
広
げ
る
。
同
時
に
、

座
内
の
宗
匠
、
螺
窓
永（

１９
）機、
木
髪
、
宝
井
に
も
点
印
を
付
嘱
し
、
結
束
を
固

め
、
其
角
座
を
再
び
繁
栄
に
導
く
の
で
あ
っ（

２０
）た。

注

（
１
）
付
嘱
と
は
、
原
義
的
に
は
、
仏
教
語
で
教
義
を
伝
授
す
る
こ
と
を
い

フ
ゾ
ク

う
。
フ
シ
ョ
ク
と
も
読
む
が
、『
下
学
集
』
に
「
付
嘱

譲
与
義
也
」、

『
日
葡
辞
書
』
に
「Fuzocu

知
識
・
教
義
と
か
技
芸
と
か
を
他
人

に
伝
え
る
こ
と
」
と
あ
る
。『
綾
錦
』、『
鳥
山
彦
』
で
は
「
附
属
」、『
宗

祇
戻
』
で
は
「
付
属
」
と
も
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
厳
密
な
使

い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
２
）
拙
稿
「
其
角
の
点
印
付
嘱
が
語
る
も
の
―
柳
沢
文
庫
蔵
点
印
譲
り
状
の
紹
介
を
兼

ね
て
―
」（『
立
教
大
学
大
学
院
日
本
文
学
論
叢
』
第
八
号
、
二
○
○
八
年

八
月
）

（
３
）
勝
峰
晋
風
「
点
、
批
点
の
概
念
及
び
点
印
の
解
説
」（『
俳
句
講
座
』

第
七
巻
、
改
造
社
、
一
九
三
二
年
）

（
４
）
池
田
俊
朗
氏
「
早
野
家
蔵
「
其
角
点
巻
」
紹
介
」（『
俳
文
藝
』
第
十

一
号
、
一
九
七
八
年
六
月
）
に
「
半
面
美
人
」
印
の
使
用
が
認
め
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
印
影
は
未
掲
載
。

（
５
）
白
石
悌
三
「
湖
十
覚
書
」（『
俳
文
学
論
集
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
一

年
。『
江
戸
俳
諧
史
論
考
』
九
州
大
学
出
版
会
、
二
○
○
一
年
に
改
題
、

再
録
）

（
６
）
今
熊
野
の
こ
と
。
句
は
謡
曲
「
融
」
の
詞
章
「
今
熊
野
と
は
あ
れ
ぞ

か
し
」、「
ま
だ
き
時
雨
の
秋
な
れ
ば
」
を
踏
ま
え
る
。

（
７
）
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』（
岩
波
書
店
）「
淡
々
」
の
項
（
桜
井
武

次
郎
氏
執
筆
）。
ま
た
、
白
石
氏
（
５
）
に
よ
る
と
、
淡
々
は
『
二
の

き
れ
』
出
句
に
抵
抗
感
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
同
書
の
企
画
が
秋
色
公
認

の
も
の
か
と
自
身
の
追
悼
句
前
書
（「
此
春
の
撰
者
（
筆
者
注
、『
石
な

ど
り
』
編
者
の
秋
色
）
の
筆
を
か
し
た
る
に
や
」）
で
念
を
押
し
て
い

る
。

（
８
）
『
雪
月
花
』
序
文
に
は
「
四
章
」
の
点
印
が
湖
中
に
付
嘱
さ
れ
た
と

あ
る
。Ⅱ
類
印
だ
け
で
は
三
顆
に
し
か
な
ら
な
い
が
、同
書
所
収
の
「
三

つ
の
も
の
と
み
に
揃
ひ
、
い
よ
〳
〵
此
道
の
茂
り
盛
り
栄
へ
久
し
か
ら

ん
こ
と
を
賀
し
侍
る
の
み
」
と
前
書
す
る
老
鼠
の
句
「
三
つ
渡
る
雁
哉

帯
て
ん
雪
月
花
」
等
か
ら
推
測
す
る
と
、
も
う
一
顆
は
其
角
が
長
点
の

代
わ
り
と
し
た
「
雁
字
」
印
か
。「
雁
字
」
は
江
戸
座
で
も
多
数
の
俳

人
が
使
用
す
る
印
で
あ
る
。
ま
た
、『
宗
祇
戻
』
に
よ
る
と
、「
木
者
庵

湖
十
始
之
点
印
付
属
」
と
し
て
、
風
光
に
も
「
雪
月
花
」
が
付
嘱
さ
れ

た
と
い
う
。

（
９
）
旨
原
の
口
述
を
門
人
の
牛
門
が
筆
記
し
た
と
の
識
語
を
持
つ
『
五
元

集
』
を
大
野
洒
竹
が
旧
蔵
し
て
お
り
、
そ
の
本
を
底
本
と
し
て
伊
藤
松

宇
が
『
五
元
集
』（
明
治
書
院
、
一
九
三
二
年
）
を
出
版
し
て
い
る
。

（
１０
）
有
馬
徳
氏
「
幻
窓
湖
中
の
業
績
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
十
一
巻

第
十
二
号
、
一
九
五
四
年
十
二
月
）、
同
氏
『
幻
窓
湖
中
』（
筑
波
書
林

ふ
る
さ
と
文
庫
、
一
九
八
三
年
）
に
よ
る
と
、
太
田
湖
中
は
「
芭
蕉
」

印
・「
半
面
美
人
」
印
も
入
手
し
た
ら
し
く
、
そ
れ
ら
が
天
明
二
年
に

近
藤
湖
中
（
水
戸
藩
士
、
近
藤
敬
忠
助
五
郎
）、
寛
政
十
一
年
に
幻
窓

湖
中
（
水
戸
藩
士
、
岡
野
重
寿
の
二
男
）、
天
保
二
年
に
杜
年
（
水
戸

藩
士
）、
同
年
の
杜
年
急
死
を
受
け
て
岡
野
重
礼
（
幻
窓
湖
中
二
男
）

に
付
嘱
さ
れ
、
弘
化
二
年
、
本
郷
則
正
（
養
子
、
幻
窓
美
彦
）
以
後
、

本
郷
家
に
伝
来
す
る
と
い
う
。
勝
峰
晋
風
の
見
た
「
半
面
美
人
」
印
の

一
は
こ
の
点
印
で
あ
る
。
な
お
、『
昔
の
橋
』（
寛
延
四
年
跋
）
に
、
太

田
湖
中
に
付
嘱
さ
れ
た
「
雪
月
花
」
印
が
子
の
�
龍
に
譲
渡
さ
れ
た
と

の
記
事
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
の
点
印
の
行
方
に
つ
い
て
は
未
詳
。

（
１１
）
一
方
、
老
鼠
と
改
号
し
た
風
窓
の
点
譜
に
は
「
長
安
花
」（
十
点
）、

「
雪
月
」（
七
点
）
と
刻
し
た
印
が
見
ら
れ
る
。

（
１２
）
『
古
事
記
布
倶
路
』（
寛
政
三
年
頃
成
）
に
「
○
其
角
は
秋
色
よ
り

鼠
肝
と
伝
は
り
、
其
後
湖
十
に
正
統
連
綿
た
り
と
雖
も
、
近
頃
湖
十
に

て
暫
く
絶
す
」
と
あ
る
。
寛
政
期
以
降
の
其
角
座
の
動
向
に
つ
い
て
は

旧
稿
「
六
世
昇
窓
湖
十
伝
―
江
戸
座
俳
諧
と
大
名
文
化
圏
―
」（『
立
教
大
学
日
本

文
学
』
第
一
○
五
号
、
二
○
一
○
年
十
二
月
）
に
お
い
て
考
察
し
た
こ
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と
が
あ
り
、
以
下
、
や
む
を
得
ず
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
。
な
お
、
旧

稿
で
は
白
雪
庵
と
五
世
湖
十
の
九
窓
を
同
一
人
物
と
考
え
た
が
、
本
文

で
述
べ
る
よ
う
に
、
別
人
と
し
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
１３
）
長
翠
の
点
印
付
嘱
に
つ
い
て
、
矢
羽
勝
幸
氏
『
定
本
・
加
舎
白
雄
伝
』

（
郷
土
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
９３６
〜
９３８
頁
）
は
『
在
し
夜
語
』
の
記

事
に
言
及
し
、
白
雄
の
「
こ
の
初
学
時
代
と
湖
十
嗣
号
問
題
は
密
接
な

関
係
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

（
１４
）
玉
蟲
敏
子
氏
『
都
市
の
な
か
の
絵

酒
井
抱
一
の
絵
事
と
そ
の
遺

響
』（
星
雲
社
、
二
○
○
四
年
）
の
指
摘
。
な
お
、
抱
一
自
筆
の
俳
文

日
記
『
軽
挙
館
句
藻
』（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
）
に
は
「
み
や
こ
ど
り
」
が

欠
落
し
て
い
る
。

（
１５
）
一
方
、
同
じ
頃
に
、「
晋
子
七
世
」（『
類
柑
子
新
序
』
寛
政
八
年
刊
）

を
称
す
る
独
立
の
宗
匠
、
千
束
其
爪
（
三
代
目
十
寸
見
蘭
洲
）
に
も
Ⅱ

類
印
・「
半
面
美
人
」
印
が
付
嘱
さ
れ
る
（『
俳
諧
�
』
十
四
編
）。『
近

世
奇
跡
考
』
に
は
「
木
者
菴
の
寛
政
壬
丑
（
筆
者
注
、
十
）
年
、
六
世

雪
窓
湖
十
よ
り
其
爪
菴
ニ
附
属
ス
」
と
あ
る
。「
雪
窓
」
の
号
は
未
詳

な
が
ら
、
時
期
的
に
九
窓
か
ら
の
付
嘱
か
。

（
１６
）
『
俳
諧
�
』
二
十
四
編
（
文
政
二
年
序
）
の
宗
因
座
に
一
度
「
む
さ

し
坊

宝
井
月
叟
」
の
名
が
出
る
が
、
そ
の
他
、
表
立
っ
た
活
動
は
見

当
た
ら
な
い
。

（
１７
）
昇
窓
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
（
１２
）
中
の
拙
稿
を
参
照
。

（
１８
）
加
藤
定
彦
編
『
日
本
書
誌
学
大
系

第
七
十
八
巻

俳
諧
点
印
譜
』

（
青
裳
堂
書
店
、
一
九
八
八
年
）
に
影
印
複
製
が
あ
る
。

（
１９
）
螺
窓
永
機
の
「
半
面
美
人
」
印
は
、
子
の
其
角
堂
永
機
に
伝
わ
る
こ

と
と
な
る
（『
俳
諧
み
ゝ
な
草
』
明
治
十
四
年
刊
）。

（
２０
）
『
六
世
木
者
庵
湖
十
伝
』（
東
京
大
学
総
合
図
書
館
知
十
文
庫
蔵
）

に
よ
る
と
、
昇
窓
の
点
印
は
、
晩
年
の
天
保
四
年
夏
、
七
世
湖
十
の
浣

窓
に
付
嘱
さ
れ
る
。

※
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
資
料
の
閲
覧
等
に
御
高
配
を
賜
っ
た
諸
機
関
各

位
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
公
益
財
団
法
人
、
柿
衞
文
庫
に
は

図
版
掲
載
を
許
可
い
た
だ
い
た
。
併
せ
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。

（
い
な
ば
ゆ
う
す
け

本
学
兼
任
講
師
）
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【
図
版
】

【
図
１
／
Ⅱ
類
印
／
柿
衞
文
庫
蔵
「
其
角
加
点
「
泰
平
の
」
の
巻
」】

【
図
３
／
『
俳
諧
�
』
後
編
後
訂
本
・
晋
窓
点
譜
】

【
図
２
／
『
俳
諧
�
』
後
編
・
風
窓
点
譜
】

【
図
４
／
『
俳
諧
�
』
後
編
後
訂
本
・
秋
色
点
譜
】
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利用許諾の関係で図版は黒塗りとします



【
図
５
／
『
俳
諧
�
』
十
三
編
・
月
叟
点
譜
】

【
図
７
／
『
於
之
波
奈
嘉
々
美
』
昇
窓
点
譜
】

【
図
６
／
『
俳
諧
�
』
十
三
編
・
九
窓
点
譜
】

※
図
２
・
３
・
４
は
鈴
木
勝
忠
編
『
雑
俳
集
成

第
一
期

第
十
巻

明
和

江
戸
高
点
付
句
集
』（
東
洋
書
院
、一
九
八
五
年
）、図
５
・
６
は
同
編
『
雑

俳
集
成

第
二
期

第
二
巻

江
戸
高
点
付
句
集
３
』（
東
洋
書
院
、
一

九
九
○
年
）、図
７
は
加
藤
定
彦
編
『
日
本
書
誌
学
大
系

第
七
十
八
巻

俳
諧
点
印
譜
』（
青
裳
堂
書
店
、
一
九
八
八
年
）
よ
り
転
載
。
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【『
於
之
波
奈
嘉
々
美
』
Ⅱ
類
印
等
付
嘱
表
】
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